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年法律第１０９号。以下「民訴法」という ）第１３３条第１項）とされ、。

裁判所は、秘匿決定をする場合には、当該秘匿決定において、当該秘匿決定

の対象となった申立人等（以下「秘匿対象者」という ）の住所又は氏名に。

代わる事項（以下「代替事項」という ）を定めなければならない（同条第。

５項前段）とされた。

この代替事項は、個別の事件ごとに各裁判所において定められることとな

るが、住所については「代替住所Ａ」等と、氏名については「代替氏名Ａ」

等と定められることが想定されている。また、代替事項は、個々の事件に固

有のものではなく、異なる事件における異なる秘匿対象者について、同じ代

替事項が定められることも想定されている。

第２ 裁判上の保証供託について

１ 供託者につき秘匿決定があった場合の供託事務の取扱い

(1) 供託の受理における事務の取扱いについて

ア 供託書の記載について

例えば、甲の乙に対する仮差押命令事件において、甲の住所又は氏

名につき代替事項が定められ、甲が裁判上の保証供託を行う場合（民

事保全法（平成元年法律第９１号）第１４条第１項、第４条第１項）

が想定されるところ、この場合における供託書の記載例は、別紙１の

とおりとする。

イ 代理人の権限を証する書面について

代理人によって供託しようとする場合には、供託規則（昭和３４年

法務省令第２号。以下「規則」という ）第１４条第４項に規定する。

代理人の権限を証する書面（以下「代理権限証書」という ）を提示。

しなければならないとされているところ、この場合には、次の(ｱ)及

び(ｲ)に掲げる事項に留意されたい。

(ｱ) 委任による代理の場合について

委任による代理の場合における代理権限証書としては、委任状が

考えられるところ、供託者の氏名又は住所に代えて供託書に代替事

項が記載されている場合には、当該委任状に記載された委任者と供

託書に記載された供託者とが同一人であることを確認することがで

きない。したがって、この場合においては、委任状と併せて、代替

事項に係る氏名又は住所を明らかにする裁判所書記官作成の証明書
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を提示することを要するとされた（通達の記第３の１(2)本文 。た）

だし、例えば、委任状に「委任者の氏名及び住所については、何地

方裁判所令和何年（何）第何号何事件において民事訴訟法第１３３

条第１項の決定がされ、これに代わる事項として「代替氏名Ａ」及

び「代替住所Ａ」と定められている 」などと記載がされている場。

合には、当該記載によって、委任者と供託書に記載された供託者と

が同一人であることを確認することができることから、当該記載を

もって当該証明書に代えることができる（同ただし書 。）

また、提示された委任状に記載された委任者の氏名又は住所に代

替事項が記載されている場合において、供託事務取扱手続準則（昭

和４７年３月４日付け法務省民事甲第１０５０号法務省民事局長・

法務大臣官房会計課長通達）第３２条の２の請求があったときは、

供託官は、同条の措置に加え、供託番号を付記するものとする。

(ｲ) 法定代理の場合について

代理人が法定代理人である場合における代理権限証書としては、

戸籍謄本又は成年被後見人に係る後見登記等に関する法律（平成１

１年法律第１５２号 第１０条に規定する登記事項証明書 以下 戸） （ 「

籍謄本等」という ）が考えられるところ、供託者の氏名又は住所。

に代えて供託書に代替事項が記載されている場合には、当該戸籍謄

本等に記載された者と供託書に記載された供託者とが同一人である

。 、 、ことを確認することができない したがって この場合においては

戸籍謄本等と併せて、代替事項に係る氏名又は住所を明らかにする

裁判所書記官作成の証明書を提示することを要するとされた（通達

の記第３の１(2)本文 。）

ウ 供託金の受入れについて

(ｱ) 振込方式による場合

金銭の供託をしようとする者の申出により、銀行その他の金融機

関に開設した供託金の振込みを受けることができる預金口座に供託

金の振込みを受ける方法（規則第２０条の２第１項）による場合に

は、供託所が交付した振込依頼書により振込みが行われる（平成１

０年１１月２６日付け法務省民四第２０９８号法務省民事局長・法

務大臣官房会計課長通達別紙様式第３参照）ところ、代替事項が記
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載された振込依頼書によって振込みが行われた場合であっても、供

託番号等により対象の供託を特定することができる限り、これを受

け入れて差し支えない。

(ｲ) 電子納付による場合

金銭の供託をしようとする者の申出により、供託官の告知した納

付情報により供託金の納付を行う方法（規則第２０条の３第１項）

による場合において、供託者の氏名に代えて供託書に代替事項が記

載されているときは、納付情報を取得する際の供託事務処理システ

ムへの納付者カナ氏名の入力に際しては、代替事項に係るカナ文字

を記載することとなる。

エ 副本ファイルの裏面記載情報への記録について

秘匿決定に関する情報が含まれる供託に係る供託物を受け入れた場

、 。合には その旨を副本ファイルの裏面記載情報に記録するものとする

(2) 供託物の払渡しにおける事務の取扱いについて

ア 払渡しの手続について

請求者は、供託物払渡請求書（以下「払渡請求書」という ）に氏。

名及び住所を記載する必要があり（規則第２２条第２項第８号 、ま）

た、供託物の払渡しの手続においては、請求者の氏名及び住所を用い

る必要があることから、請求者が秘匿対象者である場合においても、

払渡請求書には、当該請求者の氏名及び住所を記載することを要する

とされた（通達の記第３の２(1) 。）

この取扱いは、小切手を振り出す場合（規則第２８条第１項）にお

ける受取人並びに隔地払又は預貯金振込みの場合（規則第２２条第２

項第５号、第３５条第２項第１号）における受取人又は預貯金口座名

義人の氏名の記載についても、同様である。

イ 取戻しをする権利を有することを証する書面について

供託書において供託者の氏名又は住所に代えて代替事項が記載され

ている場合には、取戻しをする権利を有することを証する書面（規則

第２５条第１項。例えば、供託原因消滅証明書や担保取消決定に係る

決定書等）に記載されている仮差押命令事件の事件番号又は供託番号

と供託書に記載されている事件番号又は供託番号とを照合すること等

により、当該書面に記載されている者が取戻しをする権利を有するこ
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とを確認することとなるが、当該書面に代替事項が記載されている場

合には、当該書面に記載されている者と払渡請求書に記載されている

。 、請求者とが同一人であることを確認することができない したがって

この場合においては、代替事項に係る氏名又は住所を明らかにする裁

判所書記官作成の証明書を添付することを要するとされた（通達の記

第３の２(2) 。）

ウ 還付を受ける権利を有することを証する書面について

供託書において供託者の氏名又は住所に代えて代替事項が記載され

ている場合には、還付を受ける権利を有することを証する書面（規則

第２４条第１項第１号。例えば、仮差押命令により損害を被ったこと

を理由とする損害賠償請求を認容する確定判決に係る判決書等）に記

載されている仮差押命令事件の事件番号と供託書に記載されている仮

差押命令事件の事件番号とを照合すること等により、請求者が還付を

受ける権利を有することを確認することとなる。

２ 被供託者につき秘匿決定があった場合の供託事務の取扱い

(1) 供託の受理における事務の取扱いについて

ア 供託書の記載について

例えば、甲が乙に対して不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起

し、甲の住所又は氏名につき代替事項の定めがされ、その後、仮執行

宣言付きの認容判決がされたが、乙が控訴するとともに、強制執行停

止の申立てをし、裁判上の保証供託を行う場合（民訴法第４０３条第

１項第３号）が想定されるところ、この場合における供託書の記載例

は、別紙２のとおりとする。

イ 副本ファイルの裏面記載情報への記録について

１(1)エと同様の取扱いとする。

(2) 供託物の払渡しにおける事務の取扱いについて

ア 払渡しの手続について

１(2)アと同様の取扱いとする。

イ 取戻しをする権利を有することを証する書面について

（ 。取戻しをする権利を有することを証する書面 規則第２５条第１項

例えば、供託原因消滅証明書や担保取消決定に係る決定書等）に記載

されている強制執行停止に係る事件の事件番号又は供託番号と供託書
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に記載されている事件番号又は供託番号とを照合すること等により、

請求者が取戻しをする権利を有することを確認することとなる。

ウ 還付を受ける権利を有することを証する書面について

供託書において被供託者の氏名又は住所に代えて代替事項が記載さ

れている場合には、還付を受ける権利を有することを証する書面（規

。 、 ）則第２４条第１項第１号 例えば 損害賠償請求訴訟に係る判決書等

に記載されている強制執行停止に係る事件の事件番号と供託書に記載

されている事件番号とを照合すること等により、当該書面に記載され

ている者が還付を受ける権利を有することを確認することとなるが、

当該書面に代替事項が記載されている場合には、当該書面に記載され

ている者と払渡請求書に記載されている請求者とが同一人であること

を確認することができない。したがって、この場合においては、代替

事項に係る氏名又は住所を明らかにする裁判所書記官作成の証明書を

添付することを要するとされた（通達の記第３の２(2) 。）

３ 供託後に権利変動があった場合における事務の取扱いについて

(1) 差押えについて

秘匿対象者の供託物払渡請求権について差押えがされた場合には、当

該差押えに係る差押命令に表示された供託年月日、供託番号及び供託金

、 。額により 差押えの対象である供託物払渡請求権を特定することとなる

(2) 債権譲渡（質権設定を含む ）について。

供託物払渡請求権について債権譲渡（質権設定を含む ）がされた場。

合には、譲渡人（質権設定の場合は、質権設定者をいう ）は、その旨。

、 、を供託所に通知することとなるが 譲渡人が秘匿対象者である場合には

債権譲渡通知書（質権設定の場合は、質権設定通知書）に記載されてい

る譲渡人と供託書に記載されている秘匿対象者とが同一人であることを

確認することができない。この場合において、代替事項に係る氏名又は

住所を明らかにする裁判所書記官作成の証明書が提出されたときは、当

該証明書を、債権譲渡通知書とともに、譲渡通知書等つづり込帳に編て

つするものとする（規則第５条第１項 。）

第３ 供託命令に基づく供託について

１ 供託の受理における事務の取扱いについて

(1) 供託書の記載について
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例えば、甲の乙に対する債権執行事件において、甲の住所又は氏名に

つき代替事項が定められた後、差押命令と併せて供託命令が発せられ、

第三債務者が供託を行う場合（民事執行法（昭和５４年法律第４号。以

下「民執法」という ）第１６１条の２、第１５６条第３項）が想定さ。

れるところ、この場合における供託書の記載例は、別紙３から別紙７ま

でのとおりとする。

この供託は、執行供託であるため、原則として供託書における被供託

者の記載は不要であるが、金銭債権の一部が差し押さえられた場合にお

、 、 （ ）いて その全額に相当する金銭を供託する場合には 被供託者 債務者

の記載を要する。

また、供託書の供託の原因たる事実欄における差押命令の表示中の債

権者については、差押命令に表示された代替事項が記載されることが想

定される。

なお、裁判上の保証供託の場合のように、供託書の備考欄に秘匿決定

がされている旨を記載することは要しない。

(2) 副本ファイルの裏面記載情報への記録について

第２の１(1)エと同様の取扱いとする。

２ 供託物払渡請求における事務の取扱いについて

(1) 支払委託書及び支払証明書について

債権者への供託金の払渡しは、執行裁判所による配当に基づき行われ

ることとなるところ、債権者について秘匿決定がされた場合には、支払

委託書（規則第２７号書式）及び支払証明書（規則第２９号書式）に、

当該債権者の住所及び氏名について代替事項が記載される。

(2) 還付を受ける権利を有することを証する書面について

配当によって供託物の払渡しをすべき場合において、支払委託書の記

載から供託物の払渡しを受けるべき者であることが明らかとならないと

きは 供託物の払渡しを受けるべき者は 支払証明書の添付を要する 規、 、 （

則第３０条第２項）が、(1)のとおり、支払証明書には、代替事項の記

載がされることから、支払証明書の添付がされたとしても、当該支払証

明書に受取人として記載されている者と払渡請求書に請求者として記載

されている者とが同一人であることを確認することができない。したが

って、この場合においては、代替事項に係る氏名又は住所を明らかにす
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る裁判所書記官作成の証明書を添付することを要するとされた（通達の

記第３の２(2) 。）

(3) 払渡しの手続について

第２の１(2)アと同様の取扱いとする。

第４ その他の事務の取扱いについて

１ 供託に関する書類の閲覧の請求における事務の取扱いについて

(1) 秘匿対象者からの閲覧請求について

ア 閲覧申請書の記載内容について

供託に関する書類の閲覧の請求（規則第４８条。以下「閲覧請求」

という ）については、請求者が供託につき利害の関係を有すること。

を確認する必要があることから、請求者が秘匿対象者である場合にお

いても、閲覧申請書（規則第３３号書式）中の申請人の「氏名」欄及

び「住所」欄には、当該請求者の氏名及び住所を記載することを要す

るとされた（通達の記第３の３(1) 。）

イ 添付書面について

請求者が供託につき利害の関係を有することを確認するために必要

なときは、代替事項に係る氏名又は住所を明らかにする裁判所書記官

（ ）。作成の証明書を添付することを要するとされた 通達記第３の３(2)

なお、請求者が秘匿対象者であったとしても、閲覧の対象となる書

類によっては、当該証明書によることなく、請求者が供託につき利害

の関係を有することを確認することができる場合がある。

ウ 閲覧の対象について

秘匿対象者からの閲覧請求においては、当該秘匿対象者の氏名又は

住所は、閲覧の対象となる。

(2) 秘匿対象者以外の利害関係人からの閲覧請求について

秘匿対象者以外の利害関係人から閲覧請求があった場合において、閲

覧の対象となる書類に秘匿対象者の氏名又は住所が記載されているとき

は、当該記載部分に黒塗り等の措置を講じた上で、閲覧に供するものと

する。この場合には、万が一にも、秘匿対象者の氏名又は住所を誤って

閲覧に供することがないよう、また、閲覧に供された書面に記載された

情報と申請書に記載された情報その他の情報を照合することにより、秘

匿対象者の氏名又は住所を識別することが可能とならないよう、取り扱
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われたい。

２ 供託に関する事項の証明の請求における事務の取扱いについて

(1) 秘匿対象者からの証明請求について

ア 証明申請書の記載内容について

供託に関する事項の証明の請求（規則第４９条。以下「証明請求」

という ）についても、１(1)アと同様の取扱いとする。。

イ 添付書面について

１(1)イと同様の取扱いとする。

ウ 証明の対象について

秘匿対象者からの証明請求において、証明の対象となる事項が代替

事項である場合には、供託官は、当該代替事項について証明すること

となる。

(2) 秘匿対象者以外の利害関係人からの証明請求について

供託に関する事項を証明するに当たっては、万が一にも、秘匿対象者

の氏名又は住所を誤って証明することがないよう、また、証明した事項

と申請書に記載された情報その他の情報を照合することにより、秘匿対

象者の氏名又は住所を識別することが可能とならないよう、取り扱われ

たい。






















